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－タイ駐在レポート－ 
「バンコク駐在員事務所開所式について」 

 2023 年 8 月 23 日（水）、バンコク中心部のホテル ニッコー バンコクにて、当行バンコク駐在員事務所の開

所式を開催いたしました。当日はお取引先の皆さま、在タイ日本国大使館の梨田大使、きらぼしグループの

パートナー企業や関係機関の方々を含め総勢 120 名を超える方にご参加いただきました。ご参加いただき

ました方には改めて御礼申し上げます。 

○ バンコク駐在員事務所の位置づけ 

バンコク駐在員事務所は、タイ国内でのサポート強化だけではなく、ASEAN 全域でのさらなるサービス・情

報収集の強化と現地ネットワーク拡大を目的に ASEAN 全域を管轄する起点として、7 月 12 日（水）付で開

設しました（※2023 年 7 月 14 日ニュースリリース）。この事務所を起点に、中堅中小企業のお客さまの優れ

た技術・製品・サービスの ASEAN 市場での展開をより一層支援して参ります。 

 

○ 開所式内での調印式について 

（NISSIN ELECTRIC (THAILAND） CO., LTD.と SIBA High-Tech Mechanical Group) 

開所式では、きらぼし銀行の海外戦略の取組みだけでなく、きらぼしグループが目指す日本企業と

ASEAN 企業とのアライアンスサポートの一環として、日新電機株式会社タイ現地法人とベトナム企業タンロ

ングループ・シバテックとの業務契約締結の調印式も実施いたしました。これは日新電機が製造する日本品

質の製品を、ベトナムのタンロングループがベトナムで販売支援するもので、今後、このような日本企業と

ASEAN 企業との連携支援を強化して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           以上 
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＜ご来賓の方々と当行役職員の鏡割り＞ ＜調印式＞ 
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－上海駐在レポート－ 

「海南島の免税政策」 

今月は上海を離れ、中国最南に位置する海南島の政策についてご紹介します。海南島（海南省、省都：

海口市）は広東省の南方に位置し、中国のハワイと言われるリゾート地です。そんな海南島では、2020 年 7

月から離島免税拡大政策を打ち出し、観光客の呼び込みを推進しています。先日、実際に海南島で免税商

品の購入を行いましたのでご紹介させて頂きます。 

○ 離島免税政策とは 

海南島では 2020 年 7 月に「海南離島旅客免税購物（ショッピング）政策に関する公告」を打ち出し、年間

免税額を 3 万元から 10 万元に引き上げし、観光や消費を奨励しています。丁度その時期はコロナ禍で海外

旅行できない方も多かったため、中国国内における免税消費拡大を図った施策になります。離島免税とは、

中国国内からの旅行客が海南島から離島することを前提に、海南島内において商品を免税購入することが

出来るサービスです。なお、中国人に限らず外国人でも利用可能なサービスとなります。 

 

○ 免税商品の購入 

先日は海南省三亚市にある海旅免税城を訪れました。

大型ショッピングモールの形式で運営され、各国の化粧

品、お酒、衣服、アクセサリー等のブランド店舗が多く出店

していました。建物内で販売されている商品は 15～30％の

割引商品が多く、最大では 70％オフの商品も販売されてい

ました。購入にあたっては事前にサービスカウンターでパス

ポート、離島する予定の中国国内向け航空チケットを提示・

個人登録を完了することで、各店舗で免税サービスを受け

ることが出来ます。 

 

○ 終わりに 

海南島では免税商品の販売の他、中国国内向け越境 EC 商品をリアル店舗で販売しており、消費者はよ

り多くの商品を選び、購入することが出来ます。さらに中国政府は 2025 年までに島内全域を「関税ゼロ」と

し、国際的な観光消費センターとすることを目指しているようです。コロナ禍以降、景気が落ち込んでいる中

国内消費の起爆剤となるか、今後も注目していきたいと思います。 

以上 

綺羅商務諮詢（上海）有限公司 小林 

【海南島内の免税店】 
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―特集― 

「中国撤退について考える・前編」 

 

昨今、中国のゼロコロナ政策や米中貿易摩擦の影響を受けて、中国からの事業撤退を考えている企業が

増えています。一方、中国で会社清算をするのは難しく、撤退しようにもできないとの声も耳にします。 

中国で会社清算するのは本当に難しいのか、日本と上海に拠点を構え、長年、日本企業の中国事業のコン

サルティングを手掛ける株式会社 BP アジアコンサルティングの代表・金本勲相（日本国公認会計士）氏に

お話を聞きました。 

 

〇 撤退も、新規投資も増えている 

中国からの撤退の相談は、新型コロナウィルスが蔓延し始めた 2019 年以降に増加しました。アパレル業

や中国富裕層のインバウンドを手掛ける会社などが多く、コロナウィルスが直接の影響というよりも、中国の

ゼロコロナ政策によって、もともと財務内容が良くなった会社がとどめを刺された、または日中間の人流が止

まったことで事業が止まってしまった、などが撤退の要因でした。 

加えて、人件費などコストアップと為替（元高円安）が原因で、日本向けの輸出を主業としていた会社や、

中国の内需を取組むべく中国に子会社を設立したものの中国市場に入り込めなかった会社からの相談もこ

の３年間多かったです。 

一方で、実は中国への新規投資の相談も多く頂きます。 

これは、コロナ渦により停滞していた投資プロジェクトの再開や、既に中国進出している日本企業が中国内

需を取組むべく事業拡大することを目指すもので、例えば EV 化により事業の製造モデルが大きく変化して

いる自動車関連の相談はコロナ禍前よりも増えているかもしれません。 

 

〇 実は会社清算は難しくない 

 中国の子会社を清算するのは非常に難しいと聞いた方もいらっしゃるでしょうが、その話は少し誇張されて

いるように感じています。 

 中国の子会社清算で気を付けるべきことが、①リストラとなる現地従業員の対応と②税務局登記抹消対応

です。この二つに対応できれば、会社清算は決して難しくありません。 

① リストラとなる現地従業員の対応 

会社を清算する際、中国では現地従業員に対して経済補償金と言われる退職金を支払う必要があります。

経済補償金は関連法規に計算式が定められており、前年の収

入を基に平均月収を計算（上限あり）し、勤続年数に応じて経

済補償金を算出します（※右図）。 

経済補償金 = 従業員契約解除・終了前

12ヶ月の平均月額賃金 × 勤務年数 

（※賃金、勤続年数共に上限設定あり） 
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ちなみに、この経済補償金の金額含めて現地従業員との交渉は泥沼にはまることがあります。そのため

現地従業員との対応は日本本社や日本人駐在員、中国子会社の中国人幹部では対応せずに、弁護士に

一任することがお薦めです。 

 経済補償金は法廷金額に任意上乗せをして支払うこともありますが、仮に１か月を上乗せすると決めた場

合、金額が少ないと騒がれたからと言って小出しに増額するのは厳禁です。企業が支払う経済補償金は多

ければよいというものでもなく、逆に過大に支払うとこれが悪しき前例となり、他の会社の会社清算に影響が

出てくることも考慮すべき点です。このような点を日本本社も理解しておく必要があります。 

② 税務登記抹消対応 

 会社清算時における税務登記抹消は税務局の最後の徴税機会であり、その調査は厳格と言われていま

す。流通税や個人所得税関連で指摘を受け追加納付を求められるケースもあり、なかには過大な追加税金

を納付できずに会社清算がスタック（頓挫）した事例もあります。会社清算検討の際には、税金の事前調査

（タックスデューデリジェンス）を実施することが重要です。 

 

〇 中国での M&A はハードルが高い 

 最近は、中国の子会社清算が難しいから売却しよう、というＭ＆Ａの相談もあります。しかしＭ＆Ａに対し楽

観的に構え過大な期待値を持つのは危険です。 

 確かに M&A は譲渡契約にサインすれば撤退が完了しますが、それに至るまでの過程が非常にハードで

す。買収候補企業を探し出すことも容易ではありませんし、仮に候補先企業が見つかっても、財務・法務調

査を受け入れ、その結果各種指摘や保証事項の確認、価格交渉などを乗り越えなければ成約には至りませ

ん。 

つまり、会社清算は自社で決断できますが、Ｍ＆Ａは相手の考えや互いの相性などが重要で、所謂はお

見合いと同じ。Ｍ＆Ａに対する認識が甘かったと断念する企業もあります。 

 Ｍ＆Ａ（会社売却）を考える場合、まず中国子会社のセルフチェックをお薦めしています。財務・法務だけで

なく、強みや弱み、販路や技術に優位性があるのかなど、中国子会社に何のバリューがあるのか分析する

必要があるでしょう。バリュー評価は自社では見えづらいため、外部へ委託し第三者の目線でみてもらうこと

も有効です。 

 またＭ＆Ａの相手企業の探索について、一般的には水平（（同業他社）・垂直（販売先など取引先）へアプ

ローチするケースが多いですが、現地従業員に察知されないようにしつつ、しかも同業他社や取引先に声掛

け（ドアノックと言います）することは、情報統制が非常に難しいと言われています。会社清算でも、従業員に

察しられないようにしながら、清算を見据えた製品の作り溜めや各種準備を行うのは難しいことです。同じよ

うに情報を統制しながら相手を探すことが決して簡単なものではないことは、皆さまも想像に難しくないでしょ

う。 
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〇 まずは現地を見ることが大切 

中国での会社清算には日本本社の強い意志が必要ですが、会社清算は難しいなど様々な情報や憶測が溢

れかえってしまい、日本本社が中国現地の状況を誤解しているケースが見受けられます。 

先ずは中国子会社の状況を見に行き、現地の話を直接聞くことが非常に有効です。中国での事業を継続す

べきか、撤退すべきかは大変重要な事項ですので外部専門家を活用しつつ、状況を理解・把握して適切な

ご判断をいただければと思います。 

 

株式会社 BP アジアコンサルティング 

HP：http://www.best-partners.co.jp/ 

業務：中国・アジア進出企業の会計税務サポート、日中クロスボーダーM&A、財務 DD、不正調査現地法人

への会計監査・税務申告・記帳代行 

 

インタビュアー：きらぼし銀行上海拠点 小林邦寛 
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―オンデマンドセミナーのご案内（無料配信中）― 

 

① 「北欧スタートアップ・エコシステム紹介」セミナー 

共催：ノルディックイノベーションハウス東京、きらぼし銀行、きらぼしコンサルティング 

 

■セミナー視聴リンク： 

きらぼしコンサルティング公式 YouTube チャンネルにて公開中！ 

視聴リンク⇒https://youtu.be/sVMnhEn3a3A?si=EDikgo7ooEGcXjxB 

■セミナープログラム： 

講師 ノルディックイノベーションハウス東京 

①オープニング 

②北欧のスタートアップ・エコシステムについて  

 ・北欧とは 各国の特徴、共通点 

 ・北欧のビジネス環境、スタートアップ・エコシステム 

 ・北欧スタートアップの特徴と最新トレンド 

 ・日本企業の北欧でのビジネスチャンス 

③ノルディックイノベーションハウス東京の活動について  

④Slush 2023 ツアーのご案内 （5 分） 

 

② 「海外展開公的支援紹介」セミナー 

共催：きらぼし銀行、きらぼしコンサルティング 

後援：日本貿易振興機構（ジェトロ）東京貿易情報センター、東京信用保証協会 

 

■セミナー視聴リンク： 

(1) 8/30 海外展開公的支援紹介ウェビナー - YouTube 

■セミナープログラム： 

第一部「中堅中小企業向け海外展開支援施策」           経済産業省 関東経済産業局 総務企画部 国際課 

第二部「JETRO 活用法について」                        日本貿易振興機構（JETRO）東京貿易情報センター 

第三部「東京信用保証協会・海外展開支援のご案内」    東京信用保証協会 経営支援部海外展開サポートデスク 

 

※登壇資料ご希望の方は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。 

 

https://youtu.be/sVMnhEn3a3A?si=EDikgo7ooEGcXjxB
https://www.youtube.com/watch?v=lp1cjqLF0h4
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―告知協力― 

＜世界初！オールジャパン食の見本市 

「JAPAN SELECTION」＠タイのお知らせ＞ 

 

日本全国津々浦々の食品をその場で試食、さらに気に入った商品がその場で購入できる、 

B2B に特化した“体験型購買会”で、タイにおけるオールジャパンでの見本市は世界初となります！ 

 

【実施概要】 

■会期：2024 年 1 月 18 日（木）/19 日（金）/20 日（土） 

【B2B 向け：18 日（木）/19 日（金） B2C 向け：20 日（土）】 

■時間：9:00（AM） ～ 17:00（PM） 

■会場：クイーン・シリキット・ナショナル・コンベンション・センター（プレナリーホール Hall1/2） 

■出展品目 / 範囲：加工食品、水産物、畜産物、ペットフード、錦鯉、伝統工芸品、食器、飲食店 

■主催：株式会社ディー・エム広告社 

■後援：農林水産省、在タイ日本国大使館、JETRO バンコク 

■運営事務局：JAPAN SELECTION 運営事務局 

（受付時間：10：00～17：00 ※土・日･祝日・年末年始は除く） 

■連絡先：（TEL）03-6744-6536 / （Email）support@js-dmk.jp 

 

JAPAN SELECTION の魅力！！ 

①タイ大手財閥グループを筆頭とした、多くの有力バイヤーが参加！ 

②渡航せずとも現地スタッフにより、出展代行が可能。 

③試食提供による、商談確度の向上！ 

④現地販売許可の取得からサポート。 

⑤その場で商品販売もできる！ 

 

「自社商品をもっと海外に広めたい！」企業様にはピッタリの展示会になります。 

出展に関する詳細情報は下記リンクからご確認ください。 ＜申込締切：2023 年 9 月 29 日（金）＞ 

 

＼JAPAN SELECTION について、知りたい方はこちら！／ 

 

 

https://js-dmk.jp/
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きらぼし銀行海外 4 拠点の概要 

上海：綺羅商務諮詢（上海）有限公司 《きらぼし上海》 

住 所 中華人民共和国上海市黄浦区淮海中路９１８号久事復興大厦２４－Ｃ１室 

ウェブサイト http://www.kiraboshi-bc.com.cn/ 

北京：信銘冠嘉商務諮詢（北京）有限公司 《北京合弁会社》 

住 所 中華人民共和国北京市大興区金盛大街二号院五号楼１階１０１－３２ 

ホーチミン：KIRABOSHI BUSINESS CONSULTING VIETNAM COMPANY LIMITED 《きらぼしベトナム》 

住 所 
Unit 6A Level 6, Saigon Centre, Tower 1, 65 Le Loi, Street, Ben Nghe Ward, District 1,   

Ho Chi Minh City, VIETNAM (サイゴンセンター6 階) 

ウェブサイト https://kiraboshi-bc.com.vn/ 

タイ：Kiraboshi Bank, Ltd., Bangkok Representative Office 《きらぼし銀行 バンコク駐在員事務所》 

住 所 
689 Bhiraj Tower at EmQuartier,Unit 3065, Level 30, Sukhumvit Road,  

Khlong Tan Nuea Subdistrict, Watthana District, Bangkok 10110, Thailand 

 

きらぼし銀行 海外ビジネスサポートネットワーク 

 

 

 

http://www.kiraboshi-bc.com.cn/
https://kiraboshi-bc.com.vn/
mailto:tomin-gaitame@tominbank.co.jp


 

本レポートに記載の事項は情報提供のみを目的としたものであり、記載されているデータ、意見などはきらぼし銀行が信頼に足り、且つ

正確であると判断した情報に基づき作成されたものではありますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。当レポートに

記載された内容が事前連絡無しに変更されることもあります。当レポートに記載された条件などはあくまで仮定的なものであり、かかる

取引に関するリスクを全て特定・示唆するものではありません。事業展開の最終決定は貴社ご自身の判断でなされるよう、また必要な場

合には顧問弁護士、顧問会計士などに御相談の上でお取扱下さいますようお願い致します。 

 

《海外提携銀行》 

タイ・・・・・・・・・・ カシコン銀行 インド・・・・・・ インドステイト銀行 

ベトナム・・・・・・ ベトナム投資開発銀行 フィリピン・・・ メトロポリタン銀行 

インドネシア・・・ バンク・ネガラ・インドネシア 韓国・・・・・・・ SBJ 銀行 
 
 
《提携行政機関》 

独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人国際協力機構、株式会社日本貿易保険 

 

 

 

取引先の海外バイアウトやアライアンスのニーズに対応すべく、海外現地ファンドへの LP 出資や
GP への人員派遣を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

きらぼし銀行 海外戦略部 

 ► 電 話 ········ 03-6447-5828 
   ► E-mail ・・・・・・・・i580@kiraboshibank.co.jp 

     ► 担 当 ········ 吉田、児玉、木村、武、石川 【２０２３年９月現在】 

東南アジア現地企業の情報収集 

日本の技術・サービスに関心あり (日本アングル) 

海外ファンド 

出資 

人員派遣 

お客さま 

■出資・資本受入(事業継承) 

■現地企業への投資提案  

■現地企業とのアライアンス提案 

■アライアンス 

・ビジネスマッチング  
・業務提携、FC 契約等 

投 資 

東南アジア現地企業 

・産業セクター中心の投資 

・消費セクター中心の投資 

・製造業、卸売業を中心とする 
B to B 関連企業 

・小売、サービス業を中心とする 
B to C 関連企業 

海外ファンドを通じたサポート 

お問い合わせ 

業務提携先 


